
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ部 パネルディスカッション 

 

「教育関係共同利用拠点における人材育成機能」 
 



 



教育関係共同利用拠点制度による附属練習船の利用 
全国水産・海洋系学部等協議会会長 

鹿児島大学 教授  松岡 達郎 
  

  練習船は大学設置基準基準により、水産学及び商船系の課程を有する大学に置くことが定め

られた施設である。全国で 7 大学 8 学部がこれに該当し、教育関係共同利用拠点（以下単に拠

点という）制度が対象とする総トン数 20 トン以上のもので、国立大学が保有するものは合計

13 隻である。うち 11 隻が水産学系、2 隻が商船系である。大きさは 175 トンから 1,886 トン

とさまざまであり、水産系学部を有する 4 大学が 1000 トン級の大型船を保有している。 
  練習船はその名の通り基本的に教育目的のもので、多くの水産学系練習船は、漁業及び海事

関係の訓練と海洋環境・資源生物の調査のための機器を装備している（中型船の場合、海事関

係の訓練装備はないか少ない）。水産学に係る実験・調査法を教育するために、実験船・調査船

としての能力も相当高度である。搭載している機器やそれらの仕様は個々の船で異なっている

が、基本的な性格・機能に大きな差はない。商船系練習船は、教育目的の差により装備等も全

く異なり、漁業・観測系の装備は持っていない。 
 

 の教育関係共同利用 

  拠点認定を受けている練習船は、おしょろ丸、神鷹丸、汐路丸、勢水丸、豊潮丸、長崎丸、

かごしま丸の 7 隻であり（平成 25 年 8 月現在）、上記の 13 隻のうち半数以上にのぼる。施設

総数に対する認定率の高さは、類型別で見た時、練習船類型の際立った特徴であり、練習船コ

ミュニティでの共同利用の検討の長い歴史を反映したものである。 
  拠点認定を受けた練習船の拠点名の多くは、商船系の 1 隻を除き、例えば「熱帯・亜熱帯水

域における洋上教育のための共同利用拠点（かごしま丸）のように、活動水域名を冠したもの

が多い。その他、黒潮流域圏、東シナ海、日本海および有明海、東京湾から熱帯太平洋海域、

瀬戸内海、亜寒帯海域と、我が国をほぼ取り巻くように設置されている。これは、我が国周辺

水域が、太平洋、日本海、東シナ海、瀬戸内海といった異なった性格の海と暖寒両海流の影響

を受けたきわめて多様性の高いものであるため、海洋国としての我が国の練習船がフリートと

してこれらをトータルにカバーしようとするコミュニティの意志を反映したものである。 
 

 の教育関係共同利用の  

練習船の共同利用が検討されるようになって既に20年近くの歴史がある。平成8年度に、鹿児

島大学水産学部、長崎大学水産学部、東京水産大学（現東京海洋大学）、北海道大学水産学部の

４学部が組織した「水産学部の船舶の在り方に関する専門委員会」で、共同利用による経費節減

や減船が検討されたのが嚆矢である。その後、平成18年度の「国立大学練習船の共同運航及び経

費削減に関するワーキンググループ（第二次WG）」、平成20年度の「全国水産・海洋系学部等協

議会：国立大学水産系学部の練習船の共同利用・運航及び経費節減等に関するワーキンググルー

プ（第三次WG）」、平成21年度の「練習船の共同利用に関する検討会」で検討を重ねた。   
平成21年9月の「教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程」の下で「教育関係共同利用拠

点制度の対象となる練習船に関する留意事項」が示された。これは同種のもので最も早い時期に

策定されたが、上記のようなコミュニティでの検討の結果生まれて来たものである。演習林、農
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場等のフィールド教育系施設類型に係る同種の規定のモデルになったと見られるが、「運航可能

日数の2割程度以上の共同利用が見込まれること」と数値目標が含まれている点に特徴がある。 
一方、拠点制度創設に先立つ平成 20 年度から、コミュニティの総意によりかごしま丸によ

る教育のための全国共同利用の先行的取り組みが開始され、現在に至っている。 
 

 の教育関係共同利用に る教育 

  共同利用による利用効率の上昇は顕著である。かごしま丸の平成 25 年度の例では、共同利

用航海は全実習航海日数の 76%で、「留意事項」に想定された 20%を大幅に上回っている。ベ

ッド充足率（延べ乗船人日／(実習航海日数×学生乗船定員））は 88%に上昇した。 
主なかごしま丸利用大学は、宮崎大学、近畿大学、日本大学、九州大学等の農学系学部の水

産系学科の学生であり、練習船を保有しない大学の学生に教育サービスを提供するという本来

の目的を十分に果たしている。練習船の利用分野は拠点制度化によって大きく広がった。近年、

農学系（水産学以外）、理学系の学部・研究科による利用があり、来年度には法文学部（海商法

関係）による利用も予定されている。 
  フィリピン大学水産海洋学研究科、カセサート大学水産学部の学生による利用もある。拠点

制度が我が国の大学教育の多様化・高度化を目指すものであるという視点から、外国の大学に

よる利用は厳密には本制度の対象ではないとの考えもある。しかし、共同利用の効果の一つが

他大学の学生との相互啓発にあると考えれば、外国の大学との連携による効果は教育のグロー

バル化の視点からも意義はきわめて大きい。 
  認定施設は、拠点として自らの教育の高度化も図ることが求められる。この点では、上記の

他大学学生との相互啓発に加えて、利用大学の引率教員による乗船中の教育力への貢献も大き

い（制度上は教育は原則として拠点施設の教職員が行うことになっているが、必ず利用大学の

教員が引率することとして運用している）。外国大学の教員による英語での教育などもこの効果

の一つである。一時期、利用大学による単独航海か複数大学の混乗かいずれをよしとするかと

の議論があったが、混乗の効果が大きいことは経験的に明らかである。 
 

 共同利用の  

  個々の乗船実習の特徴は、実習内容と実習水域の両面に現れる。前者は漁業操業か海洋観測

かいずれに重点を置くか、後者は熱帯・亜熱帯水域か寒帯・亜寒帯水域等のいずれの水域で実

施するかである。前者の実習であれば（特に学部段階では）、実習水域は必ずしも重要ではない。

後者の面では、共同利用を利用して南方・北方水域の実習 2 回を実施し制度のメリットを最大

限に利用している大学もある。また、地理的に離れた練習船保有校同士の利用もあり得る。こ

れらのことから、拠点認定練習船のネットワーク化を提唱したい。ネットワークによりニーズ

を共有し配乗調整等を行うことで、練習船の有効利用とより魅力ある実習を提供できる。 
  現在すでに練習船の利用は、航海日数、ベッド使用率両面で満度に近くなっており、共同利

用の希望はなお増加しつつある。近年は他大学学生主体の航海も増えており、近々に他大学に

よる単独航海が必要になると考えられる。これらに対処しながら共同利用を推進するには、航

海日数増加のための、①燃料費を含む運航費の手当て、②海事職乗組員制度に制約されない乗

務体制の創設、③停泊地当直制度の合理化などのために、財政面・制度面での対処が必要であ

る。理学・工学等の領域での利用を安全で効率よく実施するためには、水産学・海洋学系実習

主体にノウハウを蓄積した乗組員の資質向上への取り組みも必要である。 
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農場拠点における人 育成機能 

全国大学附属農場協議会会長   

宮大学 教授   

 

全国大学附属農場協議会は 年に発足し、 年（ 年）で 年目を えた。発足当

の加 校は関東圏の大学が中 であったが、現在では北海道から まで、附属農場（あるいは

フィールド科学センター等、以下同 ）を持つ国立大学法人・ 立・ 立大学、計 大学が加

している。なお、このうち 大学では附属農場がその他の附属施設と 合されて学部附属

の施設、多くはフィールド科学センターとなった。 

大学教育の在り方について、中 教育 議会大学分科会から提 ・ がなされ、平成 年

度には「中長期的な大学教育の在り方に関する第一次・第二次 」の中に教育関係共同利用

拠点の創設が提 された。その結果、学校教育法施行規則が「大学における教育に関わる施設は、

教育上 がないと認められるときは、他大学の利用に供することができる。他の大学の利用に

供する場合において、当該大学施設が大学教育の充実に特に資するときは、教育関係共同利用拠

点として文部科学大 の認定を受けることができる。」と された。 

文部科学 は、平成 年度の 以後、教育施設の共同利用拠点化を推進する立場で、全国大

学附属農場協議会と協議を進めてきた。これに対して運 等の異なる附属農場（センター）にお

いて、いろ な議論があり、拠点化によって差別化が行われ、 合が進むのではないか、予

の保 がない、などの理 で、農場協議会としては当 的であった。しかしながら、様々な

議論の に、拠点化が附属農場の しい可能性を 会に ピールする の ンスと え、農

場協議会としても文部科学 に積 的に協力することとなった。平成 年 月 日に第二次

として「農場」の共同利用拠点認定制度を実施することとなった。平成 年度は、教育関係

の一部門として農場部門の ・認定 業が行われた。農場協議会では積 的に の開示要 、

、提供を行い、多くの附属農場より、 計 調 の内容や予 の 、大学本部の考え方

や対 、文科 による 結果とその理 まで 提供してもらった。 の共有化が も有

意義なものとなり、附属農場 の な 関係の 立へと進行した。その結果、全国の附属農

場が を検討し、実際に に至った大学は東北大学、 宮大学、 大学、京 大学、岡

大学、広島大学の 大学であった。厳 なる 類 査と現地視 等を経て、この 年度は

宮大学と広島大学、 年度は東北大学、さらに 年度は 岡大学が、また 年度は 州大

学と宮崎大学が認定された。認定大学はそれ れ特 ある実習教育を 開しており、利用大学の

学生数は年々増加しており、また を く望 でいるのが実 である。このように拠点化実習

の効果は大きな反響を でいる。 

したがって、附属農場は 来の農業に関する実 的な学びの場として けではなく、生 ・ ・

自 ・環境の学びの場としても、さらには人 成や人 育成の場としても、 しい 値を生み

し、発 することが期 される。また、農学系学部にとどまらず、 系、環境系、教育系な

どさまざまな学部の基 ならびに専門教育の場として附属農場は有用であり、一方、自大学の農

学系学部の学生は、異分野の学生との 流は 的機会であり、 流を通して、自らの学びの意

義を 認 し、視野が広がることにより、より実 的で総合的な能力を うことが期 される。 
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演習林拠点における人 育成機能 

全国大学演習林協議会会長 

京 大学 教授 岡  

大学演習林における人材育成 

 大学演習林は、大学設置基準において、林学に関する学科を設ける大学に設置することが定められ

ている施設です。 林・林業に関わる施業 得の教育・研 の場としての意義と 等の資源を

活用して を上 る現場としての意 を 持っていました。ところが、近年の林業の と地

環境への関 の高まりから、 林が、林業の場から、環境教育・研究の場へとその意 が してき

ました。それにつれて、大学演習林でも、 林生 学の教育・研究や環境教育の場としての利用が増

えてきています。 

 どのような人 を育成しようとしているのか、大学演習林ごとに目的は多少 うかもしれま が、

現場体験を通して考えることのできる人 育成を目指していると えます。演習林の 来の教育目的

は、林学に関する学部専門教育ですが、先に べたように、 林に対して環境保全などの 的機能

が期 されるなかでは、農学・理学にとどまらず、人文 会系の大学生に対しても、 林環境につい

て総合的に考えることのできる人 育成に貢献すべき と考えています。もちろ 、林業施業のプロ

フ ッシ ナル（の ）の育成については、 後も 化して行かねばと います。このような人 育

成のために、大学演習林は、実習を始め、様々な教育メニューを提供してきました。教育関係共同利

用拠点は、そのために有効な一つの手法 と考えています。 

 

教育関係共同利用拠点への取り組み 

 大学演習林ごとに、 、 環境などがそれ れ大きく異なり、北海道の北方林から の亜熱

帯林まで幅広い 林帯をカバーしています。また、 生林と人工林の割合も異なっており、得意と

する教育・研究の分野も演習林ごとに異なっています。したがって、大学演習林が教育関係共同利用

拠点として活動するメリットとして、自大学の演習林 けでは経験することのできない幅広い 林環

境での教育・研究の機会を提供できることがあ られます。そのためには、単独の演習林が拠点とし

て認定されるよりも、いくつかの演習林をネットワークでつない で拠点として認定されることが

有意義と考えられました。そこで、文部科学 に対して全演協から提 した「演習林共同利用及び演

習林共同利用拠点認定に関する検討 」（平成 年 月 日）では、ネットワーク型の拠点 を

提 しました。た し、単独での の道も開いています。 

 ネットワーク、単独を わず、拠点の特 を明 にするために、全演協では、拠点で実施する教育・

研究として、① 林と人とのかかわり、②環境と 林、③ 林生 系、 林施業（ 理）の つの

テー を取り上 ています。 

 現在までに拠点として認定された大学演習林は、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

林圏ステーシ ン、 大学農学部附属フィールド科学教育研究センター ステーシ ン、 岡大

学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター 林生 系部門南 ルプスフィールドの で

す。これらのすべてが、②環境と 林、③ 林生 系を主なテー とする拠点として し、 さ

れています。 
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今後の取り組み 

 演習林の拠点 が始まって以来、 年までの 年 に、延べ の演習林が拠点 をしまし

たが、 年度に 演習林が した中で、前 の 演習林が拠点認定を受けたに ま 。

されなかった理 のほと どが、共同利用実 が少ないこと、 後の利用 大が期 できないという

ものでした。これが拠点認定に際して、大きなハードルになっています。大学演習林の多くは、 通

な 地に 置しており、実習は泊まりがけでなければ実施できない場合がほと どです。必 的

に、演習林施設の教育利用は、学 期 に限られます。しかも、 みの利用がほと どで、 ・

みは積 のため利用できない施設もあります。 演習林は、自大学の学生実習をすでに多く受け

れており、また、一 等への 開 ベントを手がけている演習林も多く、他大学利用を受け れ

る が少ないという があります。しかし、 大学演習林では、教育関係共同利用拠点 とそ

れに先立って取り組 できた 開 林実習の開設を 機として、他大学生向けのプログ を開発し、

共同利用の 進を図っています。他大学の実習科目の受け れや 業研究、 士論文研究のための利

用も積 的に受け れており、大学演習林全体として、 後も教育利用が 大していくと予想されま

すので、拠点の が く限り、 ン が くと います。全演協としてもバック ップしてい

きたいと考えています。 

 もう一つの は、拠点の中 テー として つの課 を ていますが、拠点に認定された演習

林の課 がすべて、②環境と 林、③ 林生 系であることです。人 育成の幅を 保するためにも、

他の 課 での拠点認定も目指していかねばと います。 

 演習林の教育関係共同利用拠点認定が始まったころは、施設ごとの に限られていました。しか

し、全演協では、ネットワーク型の拠点の意義と有効性を文部科学 に えてきました。北海道大学

北方生物圏フィールド科学センターのネットワーク型拠点はその成果 と いますが、拠点として認

定された演習林のネットワークにあとから他大学の演習林が加わることも、共同利用を 大する意

で有効な手段ではないかと考えています。 ながら、現在のネットワーク型拠点では、 要求に

よって予 置されるのは、主体となる拠点演習林 けです。ネットワークの 大が、大学演習林の

利・活用に有効であり、大学教育に資することを実 として積み上 ていけば、 たな教育関係共同

利用拠点の仕組みにつながっていくのではないかと期 しています。 
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共同利用拠点の利用者の立場から 
（一 ）教育ネットワーク中国 理事 

リ ベト 大学 学長 野 二 
 

は めに 教育ネットワーク中国と単 互 事業  
  一 法人教育ネットワーク中国は、広島の高等教育機関が連携・協力して広島の

高等教育機関全体が魅力あるものとなり、 大学の学生の多様なニーズに え、学 意

のある人々により多くの学習機会を提供することを目的として 1998 年に設立され、現

在 26 の大学、 期大学、大学校等および教育委員会など 3 体が 会員となっている。 
「単 互 」「高大連携」「教職員研 」「生 学習」「地域 会との連携」の 5 つの事

業を 開し、その中でも単 互 事業は 1999 年 4 月より実施しており、2013 年度の提

供科目は 243 科目、 者数は 269 人（延べ人数、実人数 122 人）となっている。 
 

体験型 中授業科目 
  単 互 授業科目の中で、 泊を う体験型 中授業科目として、広島経 大学が提

供する「広島を学 ロシ を いて考える 」および（特定 利活動法人）南大

地域大学コン ーシ との広域型単 互 科目である「キ リ と 会 会の中

で自分を生かす法 」（ 国際大学提供）が 2009 年度より 年開設されている。 
  それに加えて 2010 年度より広島大学生物生産学部は「 の 厳を する 農フィー

ルド科学演習」を、2011 年度より「瀬戸内海の みと現 を学 洋上 海総合演習」を、

さらに 2013 年度より「瀬戸内の農水産業を学 総合演習」の 3 科目を単 互 科目とし

て開設した。これらは 来教育ネットワーク中国加 大学にはない分野の授業科目であ

り、学生はもとより教職員からも授業に期 する があがった。 
 

課 と 望 
  体験型授業科目の実施にあたり、共通する 点も 々に明らかとなった。 者

の授業に向かう熱意・ 勢の差が、実習中の様々な活動の中に明 に われ、授業運

に をきたす場合が てきた。学生を り す大学 の もあるかもしれない。 
  授業実施に際して するべきこと、そして たに発生する があるとしても、広

島大学教育関係共同利用拠点制度を活用した単 互 の科目提供は 後も さ てほ

しい。農場、水産実験 、練習船は他の加 大学にはない広島大学 有の施設であり、

それ れの拠点に課されている人 育成のためにも、科目提供は に有 であると考

える。 後、大学 のより相 しい連携事業の推進のためには、授業運 スタッフと教

育ネットワーク事務 との定期的な意見 も必要でないかと考える。 
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質 ・総合討論 要約 
 

文部科学  高等教育 専門教育課課長  直 への質  
加者 ：予 的には 特別教育研究費の方を 大すると いている。そちらを 充

して 教育関係共同利用拠点の方は する方向にあるのか  
：教育関係共同利用拠点は学校教育法によって制定された制度で 予 置ではない

ので 必ずしも予 の があるとは限らない。特別教育研究費に関しても 大 向に

あるとは っていない。文部科学 としては学生数に た予 配分ではなく 特別な事

業を行うなど内容によって 足する経費を したいという意向は持っているが それ

は特別教育研究費に限ったことではない。 
長：拠点化制度は４年目を え 来年度 になる。 してから認定までが くな

ってきているが 月に認定が れて ンクが生 たりしないように してす に

認定されるのか。 
：そういうことがないようにしたいと っている。 

長： 拠点あたりの の設定について か基準があるのか。 
：全体の予 が 6 7 で増加しない一方で 認可される施設は増加しているので

拠点あたりに配分できる は減少している。現在明 な方 があるわけではないが

期コストと ンニングコストを 別するような予 の仕組みが必要であると考えている。 
松岡（鹿児島大学）：拠点化制度では海外の大学の利用は想定されていないが 国際的に連

携するうえで 器になると う。それでも外国の大学は利用実 の対象外なのか。 
：国際的に連携していくことも必要。制度的にも を検討したい。 
（ 宮大学）：認定が されることは 実なのか。 
：法 で制定された制度なので 法 が されない限り く。現在認定を受けてい

ない大学も することができるし 認定を受けた大学は することができる。 
加者 ：認定施設が多くなると 拠点あたりの予 配分が さくなり すべての施設が

認定されると制度の意 がないのではと う。認定施設数の上限などは設けているのか。 
：上限は全く考えていない。制度の本質的には多くの大学に使ってもらうことが目的

なので 上限を設けることに意 はない。 
長：教育成果が上がれば拠点が増えて 予 要求も増やしてもらえるということか。 
：制度全体の 議 定によって最 の が められているので 現実的には しい。 

 
 
 

全国水産・海洋系学部等協議会会長 鹿児島大学教授 松岡達郎 への質  
加者 ：海域シ リングについて 例えば広島大学の豊潮丸はかごしま丸の海域であ

る南海にも進 しているが 型船でしかできないことをやっている。理 があってやっ

ているということを 共有して しい。 
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松岡（鹿児島大学）：大型船の場合海域 型船の場合内容まで み込 ものが拠点化の

テー になっている。 型船の場合 教育特性 にこの海域でやる ということがあるの

で 両方をコーディネートできるようにしたい。 
長：練習船は利用実 が高く 運航日数が上限に達している。この場合 どうやって調

整するのか。利用大学に 先 をつけるなどの対 になるのか。 
松岡：ネットワークを 成すると運航日数を調整できる。しかし 船員法により海 職の

乗船日数の制約を受けている。 後は 海 職とはちょっと離れた特 の職員等を組み合

わ た 乗船は実現できるようになるのではと う。 
加者 ：広島大学では農場 練習船 水産実験 が拠点認定を受けている。物質の 環

などを考 すると 後は農場 練習船 水産実験 をまとめたハ リッド型の拠点化

を考えてもいいのでは。 
松岡：大学の立場からすれば 少なくとも 海から練習船までというトータルなビ ン

を立てる必要はあるは う。 
：考えられるが 利用者の立場からすると一 に使わなくてはいけない理 要求は

どの程度あるのか。制度的には可能 と うが テクニカル的には しいのでは。 
野（ リ ベト 大）：一 にすると つずつの さがなくなるのと 船と農を一 にし

た場合 内容的に離れていると う。 
岡（京 大学）：京 大学演習林と 北海道大学 海実験 で 共同で実習を持っている。

共同で つの科目をつくることはできるが それが 拠点にとって必要なのかはわからな

い。 
 
 
 

全国大学附属農場協議会会長 宮大学教授 への質  
加者 ： 宮大学では他大の教員を ことによって 育ができているかもしれない

が たちの農場では職員の専門分野的に と農のつながりしか ない。 後は農場

として 農よりも 育を考えるべきなのか。 
：農場協議会としては 農と 育両方を重視している。農場のスタッフは 農が専

門 が 他大学の教員の 義を いて している。 農の中に 育があり 育の中に

農がある という うにやっていかなくてはならない。 
長：農場の場合 農学系の学生の利用が多い点が他の拠点と異なる。異分野の学生を

受け れて教育する場合 それを専 教員が引き受けるとなると が多いのでは。 
：実際 ン ワーが足りないのが課 。 後考えなくてはいけない。 

長：他大学 の学生 流の も たが 宮大学は単独利用が多いのか。 
：複数同時に受け れたこともあったが 一 にやるのが しく し合いの結果単

独になった。 後考えなくてはいけない。 
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全国大学演習林協議会会長 京 大学教授 岡 への質  
加者 ：京 大学と北海道大学のように 他の施設と共同で演習を立ち上 たりしてい

る中で 拠点化はその流れを分 したりしないのか。拠点化 が れた にフィール

ドセンターの立ち上 が影響した大学もあったのでは。両方やっていくのが一 いいと

うが フィールドセンターと拠点化の 置 けをどう えているか。 
岡： かに 演習林の多くはフィールドセンター化されており ・ ・海の連携を重

視していた。しかし それによって拠点化 が れたわけではなく 共同利用が進 で

いないのが課 。現実 京 大学の他の施設（ 海実験 水産実験 ）と べても

実 に大きな ップがある。まずは演習林で拠点化して その上で他の施設との連携を

すすめたい。 
加者 ：東京大学は全国に演習林をたくさ 持っているが 拠点化には乗り でないと

いている。拠点化でメリットがない 予 もないとなると するところが少なくな

るのでは。 
岡：学内制度の と う。単 互 にも乗り でない。 
加者 ：拠点化はどの認定も原則として単 の認定を うということになっているが

東京大学は大学全体として特別 制度というのを持ってない。特別 制度を持ってな

いと他大学の学生に対して単 の認定ができないので 東京大学は動きが かったと い

ている。 
松岡：かごしま丸は 他大学が自分の大学の施設のように利用して 単 を すために利

用されている。単 互 にこ わる必要はないのでは。 
岡：文部科学 から拠点の認定の があった時 必ず単 認定を う実習をやることと

いうのがノル と われた。学内 置で単 認定ができるような科目を持つこと ある

いは学則の中にこの施設を他大学利用に供することができると 置 けることとが に

なっており それが つもの大学でかなりのハードルになった。 
長： 宮大学では 単 はどこが しているのか。 

：他大学で している。単 認定はしていない。 
：制度としてこの留意事項に 「単 認定を う実習を提供すること。なお 当該施設

における実習を授業科目の一部として実施して単 認定をするというのも含まれる」とな

っている。 
長： 海 実験 練習船は拠点認定率が高い。これは共同利用等の利用実 が高い

と理 していいのか。 
：そういうことになる。 

長：演習林も地域的特性が いとのこと ったが 認定されている拠点では 大

学は という地域名が ているが ほかは教育内容に関連したテー になっている。4
つのテー が てしまうと 後は重複したテー で していくことになるのか。 

岡：重複したテー でも地域が えば認定されるのではと目論見を立てている。 
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教育ネットワーク中国 理事 リ ベト 大学学長 野 二 への質  
長：利用する大学の教員にも施設を見学に来て しいが 可能か。 
野：職員や教員に理 してもらうために 見学会的にしてもらえれば 日くらいは行け

るのでは。また フ ス ックなどで体験しているところを える工 をして しい。 
 
 
 

全体 
長：練習船で ネットワークが大事 という がでたが 農場の方でもネットワークを

つくる予定はないのか。 
： のところないが 後考えていかなくてはならない。 
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